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北見市長　　印

家庭的保育事業等の制限又は停止について（通知）

　児童福祉法第34条の17第3項の規定により、年　月　日付けで改善を命じましたが、児童福祉に著しく有害であると認められるため、法第34条の17第4項の規定に基づき、次のとおり事業の（制限・停止）を命じます。

1　当該指導監査について
	実　施　年　月　日
	

	対　象　施　設
	

	指導監査の種別
	



2　指導監査の結果について
	区　分
	· 事業制限命令　□　事業停止命令　□　その他（　　　）

	内　容
	

	理　由
	

	根拠法令
	

	期限又は
解除の条件
	



【教示】
1　この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北見市長に対して審査請求をすることができます。
2　この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日（前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）から6か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は北見市長となります。）を被告として、釧路地方裁判所に決定の取消しの訴えを提起することができます。
なお、裁決があったことを知った日から6か月以内であっても、裁決の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。




